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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記バックライトの複数の位置における温度を測定する複数の温度測定手段と、
　前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生
成手段と、
　前記生成手段により生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記表示パネルの
輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
　前記パネル測定手段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを
行うキャリブレーション手段と、
を有することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、所定期間内の温度
変化の大きさが閾値より小さい発光ブロックに対応する表示パネル内の領域に、前記キャ
リブレーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する請求項１
に記載の画像表示装置。
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【請求項３】
　前記設定手段は、前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、所定の基準温度と
の差異が閾値より小さい発光ブロックに対応する表示パネル内の領域に、前記キャリブレ
ーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する請求項１に記載
の画像表示装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、前記パネル測定手段による予め定められた測定対象領域に含まれる領
域内に、キャリブレーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定
する請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、表示パネルの中央部に近い所定領域内にパッチ画像表示領域を設定す
る請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記設定手段により設定されたパッチ画像表示領域の大きさに応じて
、生成するパッチ画像の大きさを調整する請求項１～５のいずれか１項に記載の画像表示
装置。
【請求項７】
　前記複数の発光ブロックの各々の発光強度を調整する発光強度調整手段と、
　所定期間内の温度変化の大きさが閾値以上の発光ブロックを特定する特定手段と、
を備え、
　前記発光強度調整手段は、前記キャリブレーション手段によるキャリブレーションの実
行時に、前記特定手段により特定された発光ブロックの温度と基準温度との差異が小さく
なるように、当該発光ブロックの発光強度を調整する請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記複数の発光ブロックの各々の発光強度を調整する発光強度調整手段と、
　前記温度測定手段により測定される温度と基準温度との差異が閾値以上の発光ブロック
を特定する特定手段と、
を備え、
　前記発光強度調整手段は、前記キャリブレーション手段によるキャリブレーションの実
行時に、前記特定手段により特定された発光ブロックの温度と基準温度との差異が小さく
なるように、当該発光ブロックの発光強度を調整する請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記表示パネルの輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記バックライトの複数の位置における温度を取得する温度取得ステップと、
　前記温度取得ステップで取得された温度に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定ステップと、
　前記設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップで生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記パネル測定手
段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを行うキャリブレーシ
ョンステップと、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記設定ステップでは、前記温度取得ステップで取得された温度に基づき、所定期間内
の温度変化の大きさが閾値より小さい発光ブロックに対応する表示パネル内の領域に、前
記キャリブレーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する請
求項９に記載の画像表示装置の制御方法。
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【請求項１１】
　前記設定ステップでは、前記温度取得ステップで取得された温度に基づき、所定の基準
温度との差異が閾値より小さい発光ブロックに対応する表示パネル内の領域に、前記キャ
リブレーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する請求項９
に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記設定ステップでは、前記パネル測定手段による予め定められた測定対象領域に含ま
れる領域内に、キャリブレーション用のパッチ画像を表示するためのパッチ画像表示領域
を設定する請求項９～１１のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記設定ステップでは、表示パネルの中央部に近い所定領域内にパッチ画像表示領域を
設定する請求項９～１１のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記生成ステップでは、前記設定ステップにより設定されたパッチ画像表示領域の大き
さに応じて、生成するパッチ画像の大きさを調整する請求項９～１３のいずれか１項に記
載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記複数の発光ブロックの各々の発光強度を調整する発光強度調整ステップと、
　所定期間内の温度変化の大きさが閾値以上の発光ブロックを特定する特定ステップと、
を有し、
　前記発光強度調整ステップでは、前記キャリブレーションステップによるキャリブレー
ションの実行時に、前記特定ステップにより特定された発光ブロックの温度と基準温度と
の差異が小さくなるように、当該発光ブロックの発光強度を調整する請求項１０に記載の
画像表示装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記複数の発光ブロックの各々の発光強度を調整する発光強度調整ステップと、
　前記温度取得ステップで取得された温度と基準温度との差異が閾値以上の発光ブロック
を特定する特定ステップと、
を有し、
　前記発光強度調整ステップでは、前記キャリブレーションステップによるキャリブレー
ションの実行時に、前記特定ステップにより特定された発光ブロックの温度と基準温度と
の差異が小さくなるように、当該発光ブロックの発光強度を調整する請求項１１に記載の
画像表示装置の制御方法。
【請求項１７】
　画像表示装置と、画像表示装置のキャリブレーションを行うキャリブレーション装置と
、を有する画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記バックライトの複数の位置における温度を測定する複数の温度測定手段と、
を有し、
　前記キャリブレーション装置は、
　前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生
成手段と、
　前記生成手段により生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記表示パネルの
輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
　前記パネル測定手段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを



(4) JP 5984401 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

行うキャリブレーション手段と、
を有することを特徴とする画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、その制御方法、及び画像表示システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置の高画質化が進む中、表示デバイスの安定性および、高精度な色再
現に対するユーザの要求レベルも日々高まっている。しかしながら、液晶表示装置は、経
年劣化により色再現性が変化してしまう。そのため、常に安定した色再現性を実現するた
めには、定期的にキャリブレーションを行う必要がある。
【０００３】
　そこで、画像表示装置の画面上に測色用のパッチを表示し、ユーザが光学センサを用い
てパッチの輝度、色度を測定することで、画質調整を実行する処理方法が開示されている
。（特許文献１参照）以下、この処理方法をキャリブレーションと称す。
【０００４】
　また、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）は、長
寿命でかつ低消費電力であることから、近年では、液晶表示装置のバックライトとして使
用されている。ＬＥＤは、使用される温度条件によってその発光特性が変化してしまうこ
とが知られている。しかしながら、液晶表示装置は多様な環境下で使用されるため、ＬＥ
Ｄ毎の温度に不均一性（以下、温度ムラと称す。）が生じてしまう場合がある。
【０００５】
　更に、近年では、入力される画像信号に応じてＬＥＤ毎の発光強度を個別に制御するこ
とで、より高コントラストを得る制御方法が知られている。（以下ローカルディミングと
称す。）ローカルディミングを実行した場合においても、バックライト内部のＬＥＤ毎に
発光強度が異なるために、同様に温度ムラが生じてしまう。
【０００６】
　温度ムラが生じると、上述したＬＥＤの特性により、発光強度がＬＥＤ毎に異なってし
まい、これにより、液晶表示装置に表示される画面には、輝度、色度のムラ（以下、面内
ムラと称す。）が生じてしまう。このように、面内ムラが生じている状態でキャリブレー
ションを実行すると、画面内の領域毎に輝度、色度が異なっているために精度よく調整す
ることが難しい。
【０００７】
　そこで、面内ムラが生じている場合においても、良好にキャリブレーションが実行可能
な処理方法が開示されている。（特許文献２参照）
　特許文献２に開示されている処理方法は、表示装置の面内ムラを測定し、その測定結果
である面内ムラ情報ならびに、測色パッチの表示位置に関する情報を取得し、双方の情報
を用いて画質調整を行う方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－２０９２３０号公報
【特許文献２】特開２００８－１４７８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献２に開示された方法では、キャリブレーションを実行する度に
面内ムラの分布を測定する必要があり、その結果キャリブレーションに係る時間が増大し
てしまう。
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　また、バックライト内部に温度ムラが生じている状態でキャリブレーションを実行する
と、温度ムラが生じているＬＥＤの温度が一定でないことより、キャリブレーション実行
中に当該ＬＥＤの発光特性が変化してしまう。これにより、精度よくキャリブレーション
を行うことができない。
【００１０】
　つまり、特許文献２に開示された処理方法では、キャリブレーション実行中に、面内ム
ラの特性が一定でない場合については、精度よく調整することが難しい。
　そこで、本発明は、バックライト内部に温度ムラが生じている状態でも精度良くキャリ
ブレーションを行うことができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記バックライトの複数の位置における温度を測定する複数の温度測定手段と、
　前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生
成手段と、
　前記生成手段により生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記表示パネルの
輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
　前記パネル測定手段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを
行うキャリブレーション手段と、
を有することを特徴とする画像表示装置である。
【００１２】
　本発明は、複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記表示パネルの輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
を有する画像表示装置の制御方法であって、
　前記バックライトの複数の位置における温度を取得する温度取得ステップと、
　前記温度取得ステップで取得された温度に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定ステップと、
　前記設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生成ステップと、
　前記生成ステップで生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記パネル測定手
段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを行うキャリブレーシ
ョンステップと、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
【００１３】
　本発明は、画像表示装置と、画像表示装置のキャリブレーションを行うキャリブレーシ
ョン装置と、を有する画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　複数の発光ブロックを有するバックライトと、
　前記バックライトからの照射光を透過して、入力された画像データに基づく画像を表示
する表示パネルと、
　前記バックライトの複数の位置における温度を測定する複数の温度測定手段と、
を有し、
　前記キャリブレーション装置は、
　前記複数の温度測定手段による測定結果に基づき、キャリブレーション用のパッチ画像
を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する設定手段と、
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　前記設定手段により設定されたパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成する生
成手段と、
　前記生成手段により生成されたパッチ画像を表示した場合における、前記表示パネルの
輝度又は色度を測定するパネル測定手段と、
　前記パネル測定手段による測定結果に基づき、前記表示パネルのキャリブレーションを
行うキャリブレーション手段と、
を有することを特徴とする画像表示システムである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、バックライトに温度ムラが生じている状態でも精度良くキャリブレー
ションを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１の画像表示装置のブロック図及び発光部の構成図
【図２】図１の画像表示装置に係るバックライト、温度分布、フラグの説明図
【図３】図１の画像表示装置の表示部の説明図
【図４】キャリブレーション処理を表すフローチャート
【図５】実施例２の画像表示装置のブロック図
【図６】実施例２に記載の発光強度の調整方法の説明図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（実施例１）
　以下に、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
　図１（Ａ）は、本発明が適用できる画像表示装置のブロック図である。
【００１７】
　図１（Ａ）に示す画像表示装置１００は、バックライト１０１と、バックライト１０１
内部に配置されている複数の発光部１０２（発光ブロック）と、表示部１０６（表示パネ
ル）と、を有する。表示部１０６は、入力する画像データに応じてバックライト１０１か
らの照射光の透過率を画素毎に変更する液晶パネルにより構成され、画像データに基づく
画像を表示する。画像表示装置１００は、キャリブレーション用のパッチ画像を生成する
パッチ生成部１０５と、表示部１０６の所定の測定対象領域の輝度及び色度を測定する光
学センサ１１２と、を有する。画像表示装置１００は、キャリブレーション制御部１１１
を有する。キャリブレーション制御部１１１は、光学センサ１１２による測定結果（測定
値）を取得し、測定結果に基づき表示部１０６のキャリブレーションを行う。画像表示装
置１００は、複数の発光部１０２それぞれの温度測定を行う複数の温度検出部１０３と、
温度検出部１０３の検出結果から、キャリブレーション用のパッチ画像を表示する領域を
特定する表示領域特定部１０４と、を有する。キャリブレーション制御部１１１は、表示
領域特定部１０４で特定した表示領域にパッチ生成部１０５が生成した測色用のパッチ画
像を表示した場合の光学センサ１１２による測定結果に基づきキャリブレーションを行う
。
【００１８】
　図１（Ａ）に示すバックライト１０１は、図２（Ａ）に示すように発光部１０２が複数
個配置されており、本実施例では、５×４の計２０個の発光部１０２が配置されている構
成とする。
　本実施例では、計２０個の発光部１０２を有する構成としているが、この値は任意であ
り用途に応じて適した個数を配置すればよい。
【００１９】
　本実施例では、各発光部１０２の位置は、図２（Ｂ）に示すように左上から数えた横方
向の位置ｘ１と、左上から数えた縦方向の位置ｙ１と、の組み合わせ（ｘ１、ｙ１）で表
す。本実施例の構成では（ｘ１，ｙ１）は（１，１）～（５、４）の値をとる。領域（ｘ
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１、ｙ１）に対応する発光部１０２を、発光部１０２（ｘ１、ｙ１）と表記する。
【００２０】
　図１（Ａ）に示す発光部１０２には、図１（Ｂ）に示すように、赤、緑、青の３色のＬ
ＥＤを１組として４組配置されており、温度検出部１０３は、発光部１０２の中央部に配
置されている構成とする。
　温度検出部１０３は、発光部１０２の温度を検出することができるセンサである。
　また、図１（Ａ）に示す表示部１０６は、１９２０×１０８０ドットの液晶パネルとす
る。液晶パネルの画素数はこれに限らない。
【００２１】
　以上のように構成された本実施例の動作を図２（Ｃ）に示す画像を用いて説明する。
　図２（Ｃ）は、バックライト１０１内部の発光部１０２（ｘ１、ｙ１）毎の温度分布を
示しており、図中の数字は、各発光部１０２（ｘ１、ｙ１）の温度を示している。この例
では、発光部１０２（３、２）、発光部１０２（４、２）、発光部１０２（３、３）、及
び発光部１０２（４、３）の温度（図中の斜線の領域）は３０度、他の発光部１０２（ｘ
１、ｙ１）の温度は４０度であり、温度分布（温度ムラ）が生じている。
【００２２】
　本実施例では、発光部１０２（ｘ１、ｙ１）に対応する温度ＴをＴ（ｘ１、ｙ１）と表
記する。
　本実施例では、図２（Ｃ）に示す温度分布が生じている状態で、キャリブレーションを
実行する場合の処理方法を記述する。
　キャリブレーション制御部１１１がキャリブレーション処理を実行すると、図１（Ａ）
に示す温度検出部１０３は発光部１０２（ｘ１、ｙ１）各々の温度を検出し、各発光部１
０２（ｘ１、ｙ１）に対応する温度Ｔ（ｘ１、ｙ１）を表示領域特定部１０４に送信する
。ここでは、温度Ｔ（ｘ１、ｙ１）として、図２（Ｃ）に示す温度検出値が送信される場
合を例に説明する。
【００２３】
　表示領域特定部１０４は、送信された各発光部１０２（ｘ１、ｙ１）の温度Ｔ（ｘ１、
ｙ１）に基づいて、キャリブレーションに用いる測色パッチの表示領域を決定する。
　表示領域特定部１０４は、図１（Ａ）に示すように、温度変化検出部１０７、基準温度
比較部１０８、表示領域計算部１０９とで構成される。
【００２４】
　図１（Ａ）に示す温度変化検出部１０７は、温度検出部１０３による温度検出結果Ｔ（
ｘ１、ｙ１）から、時間方向に対する温度の変化を検出する。そして、温度が一定である
ならばフラグＦ１＝１とし、温度が一定でない場合には、フラグＦ１＝０として、その判
定結果を基準温度比較部１０８へ送信する。
　温度変化検出部１０７は、温度検出部１０３により測定される発光部１０２（ｘ１，ｙ
１）の各々の温度を所定期間取得することにより時間方向に対する温度の変化を検出する
（温度取得処理）。温度変化検出部１０７は、取得した温度に基づき所定期間内の温度変
化量（温度変化の大きさ）を求め、その温度変化量と、閾値Ｔｈ１とを比較することによ
り、温度変化の検出を行う。温度変化検出部１０７は、温度変化量が閾値Ｔｈ１より小さ
い発光部１０２（ｘ１，ｙ１）のフラグＦ１＝１とし、温度変化量が閾値Ｔｈ１以上であ
る発光部１０２（ｘ１，ｙ１）のフラグＦ１＝０として出力する。
【００２５】
　本実施例では、図２（Ｄ）に示すフラグＦ１が基準温度比較部１０８へ送信されるもの
とする。図２（Ｄ）の例では、領域（３，２）、（４，２）、（３，３）、及び（４，３
）のフラグＦ１＝０、それ以外の領域のフラグＦ１＝１である。つまり、この例では、図
２（Ｄ）において斜線で示す領域の温度が一定ではなく、それ以外の領域の温度が一定で
あるものとする。温度変化検出部１０７は、所定期間内の温度変化量が閾値Ｔｈ１より小
さい発光部１０２（ｘ１，ｙ１）を特定する処理を行っている。
【００２６】
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　図１（Ａ）に示す基準温度比較部１０８は、各発光部１０２（ｘ１，ｙ１）の温度Ｔ（
ｘ１，ｙ１）とキャリブレーションに適した温度である基準温度Ｔｓとを比較する。基準
温度Ｔｓは、発光部１０２（ｘ１、ｙ１）毎に定めてもよく、また、バックライトの発光
強度毎に定めてもよい。
【００２７】
　本実施例では、説明を簡略化するために、基準温度Ｔｓは、発光部１０２（ｘ１、ｙ１
）やバックライトの発光強度によらない値であるものとする。本実施例では、基準温度比
較部１０８は、温度Ｔが３８℃≦Ｔ≦４２℃の範囲内に入っている場合に、温度Ｔと基準
温度Ｔｓとの差異が閾値Ｔｈ２より小さい、すなわち温度Ｔは基準温度Ｔｓに一致する、
と判定する。
　図１（Ａ）に示す基準温度比較部１０８は、フラグＦ１＝１である領域において、温度
Ｔ（ｘ１，ｙ１）の各々と基準温度Ｔｓとを順次比較する。
【００２８】
　基準温度比較部１０８は、温度Ｔ（ｘ１，ｙ１）と基準温度Ｔｓとの差異が閾値Ｔｈ２
より小さい場合、領域（ｘ１，ｙ１）のフラグＦ２＝１とする。また、基準温度比較部１
０８は、温度Ｔ（ｘ１，ｙ１）と基準温度Ｔｓとの差異が閾値Ｔｈ２以上の場合、領域（
ｘ１，ｙ１）のフラグＦ２＝０とする。基準温度比較部１０８は、これらの判定結果を表
示領域計算部１０９へ送信する。つまり、フラグＦ２＝１となる領域は、温度が一定でか
つ温度が基準温度Ｔｓに一致する領域である。本実施例では、フラグＦ２＝１となる領域
を領域Ａと呼ぶ。
【００２９】
　本実施例の場合、図２（Ｅ）に示すフラグＦ２が、表示領域計算部１０９へ送信される
。この例では、領域（３，２）、（４，２）、（３，３）、及び（４，３）はフラグＦ２
＝０である。それ以外の領域がフラグＦ２＝１となり、この領域が領域Ａとして特定され
る（図２（Ｅ）に示す斜線の領域）。
【００３０】
　図１（Ａ）に示す表示領域計算部１０９は、フラグＦ２＝１に対応する領域Ａからパッ
チの表示を行う領域Ｂを決定する。キャリブレーションは画面中央部で調整を行うことが
一般的であるため、本実施例では、表示領域計算部１０９は、領域Ａのうち画面中央部に
近い位置にある領域を領域Ｂとする。但し、領域Ａのうちのどれを領域Ｂとして指定する
かは任意であり、用途に応じて設定すればよい。本実施例では、表示領域計算部１０９は
、領域Ａのうち画面中央部に近い領域（２，２）及び（２，３）を領域Ｂとして決定する
。決定された領域Ｂを図２（Ｆ）において斜線で示す。領域Ｂのサイズは、表示するパッ
チの最小サイズよりも大きければよい。表示するパッチのサイズが小さすぎると測色でき
ないため、表示するパッチのサイズは予め定められたサイズ以上とする。
【００３１】
　次に、表示領域計算部１０９は、領域Ｂの位置に基づき、パッチを表示する領域の表示
部１０６における座標を計算する。
　本実施例では、表示部１０６は、図３（Ａ）に示すように１９２０×１０８０ドットの
液晶パネルであり、表示領域の座標は、図中に示すように、その表示領域の最も左上の画
素の座標と、その表示領域の最も右下の画素の座標と、の組によって表す。表示領域内の
画素の座標は（０，０）～（１９１９、１０７９）の値をとる。
【００３２】
　表示領域計算部１０９は、決定した領域Ｂに対応する表示部１０６における領域Ｃの座
標（ｘ２＿０、ｙ２＿０）、（ｘ２＿１、ｙ２＿１）を算出する。領域Ｂに対応する領域
Ｃの座標の算出は、各発光部１０２の領域（ｘ１、ｙ１）とその領域に対応する表示部１
０６における座標とを対応づけるテーブルデータを予め不図示の記憶手段などに保存して
おき、このテーブルデータを参照することにより行えばよい。
【００３３】
　本実施例では、領域Ｂは領域（２，２）及び（２，３）からなるので、領域Ｂに対応す
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る領域Ｃの座標は、図３（Ｂ）に示すように、（ｘ２＿０、ｙ２＿０）＝（３８５、２７
１）、（ｘ２＿１、ｙ２＿１）＝（７６８、８１０）と算出される。
【００３４】
　キャリブレーションは一般的に画面中央部で調整を行うため、表示領域計算部１０９は
、領域Ｃの範囲内で画面中央部に近い位置にある領域を、測色用パッチの表示領域（パッ
チ画像表示領域）として決定する。ここで、画面中央部に近い位置をパッチ画像表示領域
とするのは、光学センサ１１２による測定対象領域（図３（Ｂ）において破線で示す領域
）が画面中央部に存在するからである。すなわち、表示領域計算部１０９は、領域Ｃと測
定対象領域の両方に含まれる領域内に測色用パッチの表示領域を設定する。本実施例では
、図３（Ｂ）に示す領域Ｃと測定対象領域との共通部分の範囲内で決定される測色用パッ
チの表示領域を領域Ｄと呼ぶ。表示領域計算部１０９は、領域Ｃの座標（ｘ２＿０，ｙ２
＿０）、（ｘ２＿１，ｙ２＿１）に基づき領域Ｄの座標（ｘ３＿０、ｙ３＿０）、（ｘ３
＿１、ｙ３＿１）を算出する。
【００３５】
　領域Ｄの座標の算出は次のように行う。領域Ｃの座標（ｘ２＿０、ｙ２＿０）、（ｘ２
＿１、ｙ２＿１）と、測色用パッチの表示領域Ｄの座標（ｘ３＿０、ｙ３＿０）、（ｘ３
＿１、ｙ３＿１）と、を対応づけるテーブルデータを予め不図示の記憶手段などに保存し
ておく。そして、このテーブルデータを参照することにより領域Ｄの座標を算出する。
　本実施例では、領域Ｄの座標として、（ｘ３＿０、ｙ３＿０）＝（３８５、４０６）、
（ｘ３＿１、ｙ３＿１）＝（７６８、６７５）が算出されるとする。算出された表示部１
０６における領域Ｄを図３（Ｃ）において斜線で示す。
【００３６】
　パッチ生成部１０５は、領域Ｄに表示する測色用パッチを生成し、表示部１０６へ出力
する。これにより表示部１０６の領域Ｄに測色用パッチが表示される。領域Ｄは、対応す
る発光部１０２の温度が、キャリブレーションに適した温度に一致し、かつ所定期間内で
一定であるような領域である。その後、キャリブレーション制御部１１１は、光学センサ
１１２から、パッチが表示された領域Ｄの輝度、色度の測定値を取得（パネル測定値取得
処理）し、測色用パッチと比較することにより、表示部１０６のキャリブレーションを行
う。
【００３７】
　領域Ｄに対応する発光部１０２の温度は、所定期間内で一定であったことから、キャリ
ブレーション実行中においても一定であると考えられる。よって、キャリブレーション実
行中にＬＥＤの発光特性が変化することを抑制でき、精度良くキャリブレーションを実行
することが可能となる。
【００３８】
　なお、領域Ｄとして設定する領域は、領域Ｃの範囲内であれば光学センサでの測定に支
障のない大きさ及び位置の領域を任意に設定すればよい。
　また、温度が一定である領域の面積によって、表示するパッチの大きさを変えても良い
。つまり、温度が一定である領域が小さい場合には、表示するパッチの大きさを小さくし
、また、温度が一定である領域が大きい場合には、表示するパッチの大きさを大きくして
もよい。
　また、本実施例では、温度変化検出部１０７と基準温度比較部１０８の両方を設ける構
成を例示したが、温度変化検出部１０７と基準温度比較部１０８のどちらか一方だけを設
ける構成であってもよい。例えば、温度変化検出部１０７のみを設ける場合は、温度変化
量の比較に用いる閾値Ｔｈ１をより小さな値に設定することが好ましい。温度変化量が十
分に小さい場合は、基準温度に近いケースが多いと考えられる。また、基準温度比較部１
０８のみを設ける場合は、基準温度Ｔｓとの比較に用いるしきい値Ｔｈ２をより小さな値
に設定することが好ましい。基準温度に十分に近い場合は、温度変化量も小さいケースが
多いと考えられる。
　また、本実施例では、領域Ｃと測定対象領域の両方に含まれる領域内に測色用パッチの
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表示領域を設定する例を挙げたが、領域Ｃに含まれる領域内に測色用パッチの表示領域を
設定するようにしてもよい。つまり、測定対象領域を画面全体としてもよい。
　本実施例では、表示装置の使用環境の影響によりバックライト内部に温度ムラが発生し
た場合の例を用いて記述したが、ローカルディミングによりバックライト内部に温度ムラ
が発生した場合についても、本発明は同様に適用することができる。
　また、本実施例では、赤、緑、青色の３色のＬＥＤを用いたバックライト構成の画像表
示装置を例に説明したが、３色のＬＥＤではなく白色のＬＥＤを用いたバックライト構成
の画像表示装置においても本発明は適用可能である。
【００３９】
　ここで、本実施例の画像表示装置によるキャリブレーション処理の実行手順の一例を説
明する。図４はキャリブレーション処理を示すフローチャートである。
　Ｓ１０１において、温度検出部１０３は、バックライト１０１の各発光部１０２の温度
を取得する。
　Ｓ１０２において、表示領域特定部１０４の温度変化検出部１０７は、所定期間内にお
ける複数の発光部１０２の各々の温度変化の大きさが閾値Ｔｈ１より小さい発光ブロック
を特定する。
　Ｓ１０３において、表示領域特定部１０４の表示領域計算部１０９は、Ｓ１０２で特定
された発光部１０２に対応する表示部１０６の領域内に、キャリブレーション用のパッチ
画像を表示するためのパッチ画像表示領域を設定する。
　Ｓ１０４において、パッチ生成部１０５は、Ｓ１０３で設定されたパッチ画像表示領域
に表示するパッチ画像を生成する。
　Ｓ１０５において、光学センサ１１２は、表示部１０６の輝度及び色度の測定値を取得
する。
　Ｓ１０６において、キャリブレーション制御部１１１は、Ｓ１０５で光学センサ１１２
が取得した測定値に基づき表示部１０６のキャリブレーションを行う。
【００４０】
　本実施例の画像表示装置によれば、バックライト内部に温度ムラが生じている場合にお
いても、精度よくキャリブレーションを行うことが可能である。
【００４１】
（実施例２）
　以下に本発明の第２の実施例について図面を用いて説明する。
　実施例１では、ＬＥＤの温度が一定かつ基準温度の範囲内である発光部の領域に対応す
る表示部の領域にキャリブレーションで用いる測色用パッチを表示することを説明した。
実施例２では、実施例１の方法を用いたキャリブレーションの実行期間中に、温度が一定
でないと判定された発光部について、その発光部の温度が一定になるようにＬＥＤの発光
強度を調整する。
【００４２】
　図５は、本発明が適用できる画像表示装置のブロック図である。図５は、実施例１の図
１（Ａ）と比べて、発光強度調整部２１０が追加されている点が異なる。
【００４３】
　発光強度調整部２１０は、図５に示すように、基準温度比較部２０８による比較結果Ｆ
２から、Ｆ２＝０と判定された発光部２０２（ｘ１、ｙ１）を特定する。すなわち、発光
強度調整部２１０は、所定期間内の温度変化の大きさが閾値以上、または、測定された温
度と基準温度Ｔｓとの差異が閾値以上である発光部２０２（ｘ１，ｙ１）を特定する。フ
ラグＦ２＝０である発光部２０２（ｘ１，ｙ１）を特定する処理を実行する温度変化検出
部２０７及び基準温度比較部２０８が、本発明における第２特定手段として機能している
。
【００４４】
　発光強度調整部２１０は、前記特定された各発光部の温度Ｔ（ｘ１、ｙ１）と基準温度
Ｔｓとの差異が小さくなるようにＬＥＤの発光強度の調整を行い、発光強度Ｖとして各発
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光部２０２（ｘ１、ｙ１）へ出力する。発光強度Ｖは、各発光部２０２（ｘ１、ｙ１）の
発光強度を設定するためのパラメータである。
【００４５】
　バックライト内部の温度分布が図２（Ｃ）に示す温度分布の場合には、基準温度比較部
２０８からは、実施例１で説明した図２（Ｅ）に示すフラグＦ２が出力される。発光強度
調整部２１０は、フラグＦ２＝０に対応する発光部２０２（ｘ１、ｙ１）を特定し、発光
部２０２＿０として出力する。図２（Ｅ）に示す例では、発光部２０２＿０として特定さ
れる発光部２０２（ｘ１，ｙ１）は、斜線で示した発光部以外の発光部２０２（３，２）
、（４，２）、（３，３）、及び（４，３）となる。また、以下、フラグＦ２＝１に対応
する発光部２０２（ｘ１、ｙ１）を発光部２０２＿１と表記する。
【００４６】
　次に、発光強度調整部２１０は、発光部２０２＿０の発光強度の調整を行う。
　発光強度調整部２１０は、発光部２０２＿０の温度が基準温度Ｔｓよりも低い場合には
、図６（Ａ）に示すように、発光部２０２＿０の発光強度（図中の実線）を、発光部２０
２＿１の発光強度（図中の点線）よりも明るくする。その後、発光部２０２＿０の温度が
、基準温度Ｔｓと一致するように、発光部２０２＿０の発光強度を下げる調整を行う。
【００４７】
　発光強度調整部２１０は、発光部２０２＿０の温度が基準温度Ｔｓよりも高い場合には
、図６（Ｂ）に示すように、発光部２０２＿０の発光強度（図中の実線）を、発光部２０
２＿１の発光強度（図中の点線）よりも暗くする。その後、発光部２０２＿０の温度が、
基準温度Ｔｓと一致するように、発光部２０２＿０の発光強度を上げる調整を行う。
【００４８】
　上述した処理により、キャリブレーション実行時に、温度が一定でないか又は基準温度
Ｔｓと一致しない発光部２０２の温度を、基準温度Ｔｓに一致させることができる。すな
わち発光部の温度を均一に調整することができるので、面内ムラを解消できる。
【００４９】
　本実施例では、温度検出値を用いて、温度が一定になるように各発光部２０２の発光強
度を調整する例について記述した。その他にも、バックライト内部に輝度センサを配置し
、輝度センサの検出値を用いて発光強度を調整してもよい。
　本実施例の画像表示装置によれば、キャリブレーション終了後には、所望の光学特性を
得ることができ、かつ、面内ムラも解消された状態にすることができる。
【００５０】
　以上に、本発明を実施するための形態について実施例を用いて詳細に説明したが、本発
明の実施例は上述の実施例のみに限られるものではない。
【００５１】
　例えば、上述の各実施例では、画像表示装置に備わるキャリブレーション制御部がキャ
リブレーションを実行する構成例を示したが、画像表示装置とは別体のキャリブレーショ
ン装置によってキャリブレーションを実行する構成も可能である。例えば、画像表示装置
に接続したパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に、キャリブレーション用のソフトウェアを
インストールしたり、キャリブレーションを実行する機能拡張ユニットを接続したりする
。そして、光学センサは測定結果をＰＣに送信する。画像表示装置は、温度検出部による
測定結果をＰＣに送信する。ＰＣは、画像表示装置の温度検出部から受信した各発光部の
温度の検出結果に基づき、発光部毎の温度変化や基準温度との一致性を判定し、パッチ画
像表示領域を決定する。すなわち、上記実施例における表示領域特定部１０４の処理をＰ
Ｃが実行しても良い。ＰＣは、決定したパッチ画像表示領域に表示するパッチ画像を生成
し、画像表示装置へ出力する。すなわち、上記実施例におけるパッチ生成部１０５の処理
をＰＣが実行しても良い。この場合、ＰＣは、フラグＦ２の情報を画像表示装置に送信し
、画像表示装置はＰＣから受信したフラグＦ２の情報に基づき、発光強度調整部２１０に
よる発光部毎の発光強度の調整を行っても良い。この場合、画像表示装置及びＰＣは本発
明の画像表示システムを構成する。
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【００５２】
　本発明は画像表示装置の各ブロックをハードウェアにより実施した場合でも、コンピュ
ータを用いたソフトウェア処理にて実施した場合でも適用する事ができ、同様な効果を得
ることが可能である。この場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が前述した実
施例の機能を実現することになる。そして、そのプログラムコード自体、およびそのプロ
グラムコードをコンピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格
納した記憶媒体は本発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記憶媒体として
は、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発
性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００５３】
　また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施
例で説明した機能が実現される場合、かかるプログラムコードは本発明の実施例に含まれ
る。さらに、そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼働しているＯＳ（オペレー
ティングシステム）或いは他のアプリケーションソフト等が共同して上述の実施例で示し
た機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明の実施例に含まれる。
【００５４】
　更に、次の処理によって上述した実施例の機能が実現される場合にも本発明に含まれる
。すなわち、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュー
タに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納される。その後、そのプログラム
コードの指示に基づいてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際
の処理の一部または全部を行う。
【符号の説明】
【００５５】
１００：画像表示装置、１０１：バックライト、１０６：表示部、１０３：温度検出部、
１０４：表示領域特定部、１０５：パッチ生成部、１１１：キャリブレーション制御部、
１１２：光学センサ
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